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項番 質問内容 回答 

１ 

当社ビルでの火の取り扱いは地下のみであり、地下の出入

口は耐火扉となっている。 

ビル内の入退出は ICカードにより管理し、保管には施錠可

能な保管庫を使用してセキュアな運用を行っている場合で

も、申告書等の保管には耐火金庫または耐火キャビネット

の使用が必須となるか。 

本市の特定個人情報等取扱安全管理基準においては、セキュリテ

ィ強化のための管理策として、本市が貸与する文書等については

施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等により保管すること

を定めております。 

また、受託者が当該安全管理基準に適合するかどうかについて

は、受託者から提出いただく特定個人情報取扱安全管理基準適合

申出書に基づき、本市において特定個人情報等取扱安全管理基準

適合評価書により判断をすることとなっております。 

したがって、文書等について適切なセキュリティ管理を行ってい

る旨を申し出いただき、当該管理がセキュリティ強化のための管

理策として安全管理基準を満たしていると総合的に判断できる場

合においては、必ずしも耐火金庫または耐火キャビネットを使用

していなくとも問題はございません。 

以上により、ビル内の入退出に IC カードを使用し、申告書等の

保管には施錠できる保管庫を使用しているとの状況であれば、安

全管理基準上のセキュリティ管理策は十分に担保されていると判

断できますので、耐火金庫または耐火キャビネットの使用は必須

ではないと考えます。 

 


